
 

１回限りの駐車の「駐車の条件」 

 

１ 現駐車に係る駐車許可申請書（申請者欄を除く。）及び駐車許可 

証並びに各別紙の記載部分が確実かつ容易に車外から閲読できる 

よう、車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出すること。 

 

２ 用務を達成するために必要な時間を超えて引き続き駐車しない 

こと。 

 

３ 法定の駐車禁止場所に駐車しないこと。 

 

４ 車両移動等、現場の警察官の指示があった場合は、直ちに作業を 

中止して従うこと。 

 

※ このほかに条件を付す場合があります。 


